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原子力研究開発利用長期計画骨子（案）に対する意見 
  

原子力発電関係団体協議会会長 
島根県知事  澄田 信義 

 
 原子力研究開発利用長期計画骨子（案）に対する意見を下記のとおり提出します。 
 また、今回の意見提出に当たって原子力発電関係団体協議会の会員道県（１４道県）に照
会したところ、別添の意見がありましたので、併せてご検討いただきたく存じます。 
 なお、原子力政策に係る技術的・専門的事項や国際的課題への対応などについては、国の
専管事項と考えられますので、立地道県としての意見提出を差し控えます。 
 
１．長期計画骨子（案）について 
（１） 原子力政策の推進にあたっては、安全性の確保、国民理解の推進、立地地域との共

生、核燃料サイクル（プルサーマル計画、使用済み燃料の中間貯蔵、放射性廃棄物
の処理・処分、高速増殖原型炉「もんじゅ」等）などについて、国の責任及び役割
を明確にした上で、国が前面に出て取り組むべきことを明記していただきたい。 

（２） 原子力発電を「基幹電源」として位置づけているが、近年の新規立地の困難化、電
力自由化の流れ、エネルギー長期需給見通しの見直し、天然ガスの役割の増大等、
原子力発電を取り巻く情勢の変化に、国としてどう対応していく考えか、具体的に
かつ分かりやすく記述していただきたい。 

（３） 一連の事故、不祥事による国民の原子力の安全性に対する信頼の失墜を回復するた
めには、事業者だけでなく、法律に基づく権限を持つ国が厳格に職責を果たしてい
く必要があることを明確に記述していただきたい。 

（４） 情報の公開については、事業者および国の情報公開に対する役割を明確にし、今後
取り組むべき方策について、実施主体を明らかにして記載していただきたい。 

（５） 原子力に関する教育については、青少年のみを対象とするのみでなく、子供から大
人までを対象として、政府一体となって継続的に取り組むよう記述していただきた
い。 

（６） 電源立地地域と消費地との共生については、電力の恩恵を享受している大消費地の
住民が、立地地域の悩みや苦労を理解した上で、原子力を正しく理解し、電気料金
の負担などを通じて立地地域の振興に協力していく必要性がある旨を記述していた
だきたい。 
また、立地地域の振興については、総合的、恒久的振興策と、振興策の実現を担保
するための行財政上の特別措置等が必要であり、国や事業者が地域振興に積極的に
関与すべきである旨を記述していただきたい。 

  



２．長期計画の策定に当たって 
（１） 新長期計画で示される我が国の原子力政策の基本的な方向性については、国会内外

の様々な場で議論するなど、幅広く国民に理解され、国民合意の形成が図られるよ
う、国として積極的に取り組んでいただきたい。 

（２） 新長期計画（案）に関する国民の意見募集等に当たっては、十分時間をかけ、国民
の様々な意見が集約されるよう努めるとともに、国民に分かりやすく理解されるよ
う、策定会議での審議経過や視覚的な資料も併せて提供していただきたい。



 



 



 



 



 



 



 
  



平成１２年７月４日 
  

原子力研究開発利用長期計画骨子案への意見について 
 

西 室 泰 三 
 
１．原子力研究開発利用長期計画（原子力長計）の意義 
原子力長計は、先行きの国の原子力政策をどのように取り組んでいくのかという計画であ
り、国の政策についての意思表示である。 
したがって、原子力長計の主体は、あくまでも国である。すなわち、「国は今後何に取り組
んでいくのか」という記述を中心とすべきである。 
（詳細は４月２４日付の金井前委員メモを参照願いたい。） 
 
２．原子力研究開発利用長期計画骨子案の全体構成について 
上記の意義を踏まえて、骨子案の構成を以下のとおり再編成する必要があると考える。 

(1) 第１部に「原子力の意義、必要性」を明確に記述する。 
(2) 第 1 部第 3 章「わが国の原子力研究開発利用」は第 2 部に移動させ、第 2 部の

将来展開の中で、簡単に触れる程度にとどめる。 
(3) 第 1 部第 4 章「これからの原子力政策を進めるにあたって」は、第 2 部の最後

に移動させる。 
(4) 第 2 部「原子力研究開発利用の将来展開」は、各章によって、記述に疎密があ

るので、再検討する必要がある。 
 
３．骨子案の記述について 

(1) 政策提言及び主体を明確に記述する。 
国の原子力政策についての意思表示であるので、政策提言を明示することが肝
要であり、国の役割を中心に記述する。なお、項目によっては、電気事業者、原
子力供給産業の役割について触れる程度にとどめる。 

(2) 原子力の位置づけを明確にする。 
昨今の原子力を巡る事故や再生可能エネルギーについての記述に重点が置か
れ、原子力の必要性が希薄になっている。原子力利用の長所を明確に記述する
必要がある。 
なお、表現の仕方として、「原子力は○○○の特長があるが、×××が課題であ
る」と言った「果して原子力が必要なのか」疑問を投げかけるような記述が目立
ち、原子力に対して腰が引けているような感触を与える。 



(3) 今回の原子力長計策定にあたっての基本的考え方・スタンスを記載する。 
骨子案では、現行長計（平成６年に策定）との連続性が見出せにくい記述とな
っており、国民の視点から見ると奇異に感じられる。最初に、今回長計策定にあ
たっての基本的考え方等を明確に記述する必要がある。 

 
４．その他 
骨子案の記述に対する詳細意見を別紙に記載する。 
 

以上 
 
  



平成１２年４月２４日 
原子力長期計画策定について 

金 井  務 
 
１．原子力研究開発利用長期計画策定の意義 
平成 13 年 1 月 1 日から行政組織の再編が実施される。今回の原子力長計は、新しい行政組
織下で計画を具体化して行くこととなる。原子力長計とは国の政策を中心にした計画であ
り、国の政策意志表示であると考える。この意義を国民の前にあらためて明らかにする必要
がある。原子力長計を考える上で、原子力をエネルギー源と科学技術の側面で捉えてみる必
要がある。 
  
２．エネルギーとしての原子力利用 
規制緩和、自由市場の社会的な潮流の中で、国はエネルギーの長期的な安定供給について政
策を明確に示し、その中で原子力の役割を再確認する必要がある。 
原子力エネルギーの利用政策が不透明のままでは、産業界は長期的な投資、技術力維持、人
材確保への対応が困難になってきている。 
  
３．科学技術の中の原子力研究開発 
新しい行政組織の中で諸施策が進むことから、原子力を科学技術体系の中で把握し、可能な
限り具体性を持った計画を明示すべきである。 
特に、次の事項は継続性をもって推進して行く必要がある。 
核燃料リサイクル 
放射性廃棄物の処理・処分 
放射線利用と低レベル放射線の生物影響研究 
核融合炉開発などの先端技術の開発 
研究基盤の強化と人材の育成、原子力利用教育の強化・推進 
原子力分野での国際協力 
 
４．具体的な内容とスケジュールの提示 
原子力長計には産業界の役割も含まれ、将来の事業展開を計画する上で民間企業にとっても
重要なものである。原子力長計は文字どおり「計画」ということであるので、具体性、すな
わち、「何をどのようなスケジュールで展開するのか」を示す必要がある。 
  
５．原子力の安全確保と防災対策 
安全の確保は、国の安全規制と事業者自らの安全確保活動（自主保安）が相俟って実効をあ
げるものと考える。原子力産業界は「自己責任」「自主保安」を事業展開の基本事項として



取り組んでいる。国は、国民の安全確保についての施策及び体制を明示することが必要であ
る。 
原子力関連施設立地地域の防災対策を徹底するため、原子力災害対策特別措置法が近日中
に施行されることになる。国が中心となってオフサイトセンターの設置等の施策が講じられ
るが、国、地元自治体、事業者の役割の分担を明確にする必要があると考える。 
また、放射線の性質や健康影響等について、国が率先して国民に対する理解促進活動をより
強力に展開する必要がある。 
  

以上 
 



 



 



 



 



 

  



 



 



 



 



 



 



 
  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


